議事堂受付案内等業務委託仕様書
　この仕様書は、発注者が委託する「富山県庁舎清掃等業務」のうちの議事堂受付案内等業務（以下この仕様書において「業務」という。）の大要を示すもので、受注者は、この仕様に基づき、委託業務を誠実に実施しなければならない。
１　委託期間
　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
２　業務の日時
　　委託期間中の土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び12月29日から１月３日までを除く毎日の午前８時30分から午後５時15分までの間、富山県議会議事堂内の発注者が指定した場所に常駐する。ただし、うち１時間を休憩時間とし、原則として正午から午後１時までとする。なお、富山県議会開催日にあっては、発注者は休憩時間の変更を受注者に求めることができるものとする。
３　委託業務員の要件
　　18歳以上の健康な者で、発注者の承認を得たものとする。
４　業務の内容等
　(1) 内容
　 ア 来訪者の受付及び案内
　 イ 議事堂見学者の案内
　 ウ 議員出退表示システムの操作
　 エ 受付用電話の応対
　 オ 議会開催時の案内放送
　 カ 受付ボックス付近の整理整頓
　 キ その他発注者から指示を受けた事項
　(2) 留意事項
　 ア 業務の実施に適した服装及び名札を着用し、委託業務員であることを明確にすること。
　 イ 来訪者の受付及び案内は、親切丁寧を第一とすること。
　 ウ 電話の応対は、簡潔丁寧であること。
　 エ 見学者の案内は、要領よく懇切であること。
　 オ 服装は端正かつ清潔感のあるものであること。
　 カ 態度は常時品良く、柔らかであること。
　 キ 雑談を謹み、持場からみだりに離れないこと。
５　委託業務員の労務管理
　　受注者は、委託業務員の労務管理並びに安全衛生管理について十分な注意を払い事故防止に努めるとともに、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、その他関係法令によるすべての責任を負うこと。また、委託業務員が都合により委託業務に従事できないときは、事前に発注者に連絡し、その代わりの委託業務員を臨時に業務させること。
６　委託業務員の遵守事項
　(1) 業務の実施にあたっては、本仕様書に基づき誠実に業務を遂行すること。
　(2) 業務の遂行上、県の信用を失墜する行為をしてはならない。
　(3) 業務により知り得た事項を他の者に漏らしてはならない。
